
開催セミナーのご案内    
●民法改正セミナー●  ・・ ビジネス関連の民法改正の重要ポイント・・ 

令和２年５月１４日(木)                                                                    

３つのポイントと対策を中心にわかりやすく解説いたします。                                                         

会場：パートナーズPLAZA内  時間15：30～17：00  受講料：無料  お問い合わせ：0258-36-2685 

※内容のご質問等については、TEL 0258-35-2821   担当 社会保険労務士法人 髙野・堀井 まで 

※配信中止等のお問い合わせは、ホームページ https://www.3d-m.jp/contact/others/ 

 
・・・文章中のこのマーク   をクリックして詳しい情報をどうぞ・・・ 

＜労務＞ 

2020年4月1日より雇用保険被保険者は  

免除制度廃止により全員雇用保険料の徴収が必要です。 
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①2017年1月1日より雇用保険被保険者の適用範囲が拡大され、週20時間以上働く65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象者となり、緩和措置として64歳以上の雇用保険被保険者についての雇用保険料控除が2020年3月分まで免除となっていました。しかし、2020年4月1日からは免除規定が廃止となるため今後は年齢に関係なく雇用保険に加入している従業員の方からは雇用保険料の徴収が必要です。

①注意点は、給与締日によって徴収するタイミングが事業所によって異なることです。例えば、『20日締め・当月25支払』の事業所ですと4月25日支払分から徴収開始、『末日締め・翌月10日支払』の事業所ですと4月10日支払分ではなく、5月10日支払分から徴収開始です。給与の締日と支払日が月をまたぐ場合はご注意下さい。来年度以降の年度更新にも影響がでてきますので、詳しくはお問い合わせください。




